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実際の判決書（決定書） ウェブサイト 頁 行

 勤労者 動労者 2 10

一般的に許されない 一般的許されない 6 14

昭和三三年三月一九日 昭和三三年四月一九日 8 10

昭和三三年三月二三日 昭和三三年四月二三日 8 13

罪刑法定主義が援用される 罪刑法定主義が採用される 10 20

 「あおり」の罪が成立する 「あおりの」罪が成立する 17 23

 


